
インターネットトラブルや犯罪被害の増加、非行や貧困など、青少年をめぐる問題は多様化しています。この機会に、子どもや若
者への育成支援について、一人ひとりが考えてみませんか。 問い合わせ　児童青少年課（内線669）

11月は「子供・若者育成支援強調月間」です

専門相談員が、商品やサービスに関する契約や苦情などの消
費者トラブルに対応し、解決に向けてサポートする機関です。
困った時は一人で悩まずお気軽にご相談ください。
相談日 平日、午前10時～正午、午後1時～4時 （受付は午後3時30分まで）
 ※現在は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため
 　原則電話相談となります

電話 048-433-5724 （直通）
内容 消費生活相談／多重債務相談
 家計相談／消費生活出前講座
 ※詳しくはお問い合わせください

悪質商法などの未然防止策や消費生活に
役立つ情報をパネル展示で行います。
ぜひお越しください。

とき 11月15日（月）～ 19日（金）
ところ 市役所 1階　東側ロビー
※会場の都合により、開催日が変更となる場合があります

消費生活センターってどんなところ？

市の青少年関係団体の活動

青少年育成市民会議
家庭、地域の青少年育成に
対する意識や理解を高める
ための活動を行っています。

青少年補導員協議会
防犯パトロールなどを実施し、地域で子どもたちの見守りを行っています。

青少年団体連絡協議会
8つの青少年団体で構成し、それぞれの活
動促進と協調を目的に活動しています。
•10月 青少年祭り　など

困ったときの相談窓口
●ぴったり相談窓口
相談内容に合った窓
口を案内します。

市では、市民の皆さんがデジタル技術の活用により、快適に生活でき、新しい生活様式の中で安
全で安心な暮らしや豊かさを実感できる、「デジタル市役所」の実現を目指しています。
 問い合わせ　デジタル戦略室　229-3278

 「デジタル市役所デジタル市役所」の実現に
向けた取り組みを紹介します

デジタル活用支援事業
[9月〜11月実施]

取り組み 02

　スマートフォンの活用に不
安のある方を対象に、市内3カ
所の公共施設で、スマートフォ
ン講座を実施しました。講座
では、スマートフォンの基本的
な使い方（文字の入力、電話の
使い方、インターネットの使い
方など）やオンラインでの行
政手続きの申請（スマート申
請やマイナンバーカードの申
請）などについて、講義や演
習を行いました。

イベント展示場

花火大会

ボート

バーチャルイベントの実証実験
[9月25日(土)、26日（日）実施]

取り組み 03

　新型コロナウイルス感染拡
大の影響により、市内の大規
模イベントの実施が困難な状
況が続いています。そこで、
新たなイベントの開催方法と
して、バーチャル空間でのイ
ベントの実施を目的とした実
証実験を行いました。
　当日は、約250人の参加者
がオンライン上のバーチャル
空間に集まり、イベント展示
場でさまざまな動画を視聴し
たり、ミーティングルームで仲
間と語り合ったりしたほか、
ビーチでのボートの操縦や、
花火大会の観覧、クイズ大会
など、思い思いの時間を過ご
しました。

取り組み 01

デジタル宣言

　「デジタル市役所」の
実現に向けて、デジタ
ル化を推進することを
宣言し、市の方針を明ら
かにするとともに、市全
体のデジタル化の機運
を高めるため、今年9月
28日（火）にデジタル宣
言を行いました。

取り組み 04

市公式LINEでの
ワクチン接種に関する

情報発信

　新型コロナウイルスワクチン接種に関
する情報をより広く発信するため、市公
式LINEを活用しています。下記のQR
コードより友だち追
加していただき、ぜひ
ご利用ください。

今後は、
 スマートフォンで完結する 

 行政手続きの拡大を
検討していきます。

デジタル職員　
さくうさちゃん

デジタル職員　戸田あいちゃん
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